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独立行政法人勤労者退職金共済機構令和８事業年度計画 

 

 

独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）第 30 条第１項の規定に基づ

き、2023（令和５）年３月 28日付けをもって厚生労働大臣から認可を受けた独

立行政法人勤労者退職金共済機構中期計画（第５期）に定めた事項を実施する

ため、同法第 31条の定めるところにより、独立行政法人勤労者退職金共済機構

令和８事業年度計画（計画期間 2026（令和８）年４月１日から 2027（令和９）

年３月 31日まで）を次のとおり定める。 

 

2026（令和８）年３月31日 

 

独立行政法人勤労者退職金共済機構 

理事長 梅森 徹 

 

第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を

達成するためとるべき措置 

Ⅰ 退職金共済事業 

１ 資産の運用 

（１）制度の特徴及び運用の目的 

独立行政法人勤労者退職金共済機構（以下「機構」という。）資産の運用

は、制度の特徴（①従業員の退職金の原資であること、②積立型の退職金共

済という制度設計上、収入源は基本的に掛金とその運用益のみであること、

累積欠損金が発生しても政府や退職金共済制度以外の事業から補填を受け

る仕組みがないこと）に特に留意し、専ら受益者たる共済契約者及び被共済

者の利益のために長期的な観点から安全かつ効率的に行うことにより、将来

にわたって退職金共済事業を安定的に運営していく上で必要とされる収益

を長期的に確保し、退職金を将来にわたり確実に給付することを目的として

行う。 

 

（２）資産運用の目標 

機構資産の運用は、上記（１）に基づき、退職金支給に必要な流動性を確

保しつつ、中期的に退職金共済事業の運営に必要な利回り（予定運用利回り

に従って増加する責任準備金の額及び業務経費の合計の資産に対する比率

をいう。）を最低限のリスクで確保する。 

ただし、清酒製造業退職金共済（以下「清退共」という。）事業及び清酒製
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造業退職金特別共済事業に係る資産においては、累積剰余金の水準を勘案し

て必要な利回りを設定し、林業退職金共済（以下「林退共」という。）事業に

係る資産においては、累積欠損金の計画的な解消を図るための費用を加えて

必要な利回りを設定する。 

 

（３）運用の目標達成に向けた取組 

上記（２）の運用の目標を達成するため、以下の取組を行う。 

中期的に必要な利回りを最低限のリスクで確保するために設定され、中期

的に確保することが求められている資産構成割合（以下「基本ポートフォリ

オ」という。）の期待リターンと運用実績との差異の原因を分析し、確認さ

れた原因を踏まえ、基本ポートフォリオの見直し、リバランスルール（資産

構成割合の変動により基本ポートフォリオの資産構成割合の乖離許容幅を

超えた場合に資産構成割合を乖離許容幅の範囲内に調整するなどのルール）

の見直し、マネジャー・ストラクチャー（資産運用を担う運用機関の構成）

の見直し等、必要な対応を検討し、実施する。 

令和８年度は、令和７年度に引き続きマネジャー・ストラクチャー見直し

を順次実施する。また、オルタナティブ投資等の運用資産の多様化等に向け

て、金融・経済情勢の変化に応じて必要な検討を行う。 

（具体的なプロセス） 

基本ポートフォリオの期待リターンと運用実績との差異を市場収益要因

と超過収益要因に要因分解し、運用実績が期待リターンに満たない場合、以

下の検討と対応を行う。 

① 市場収益要因がマイナスとなるのは、資産ごとのベンチマーク収益率

を資産構成割合にて加重した値が基本ポートフォリオにおける期待リタ

ーンを下回ることが原因となるが、その場合は、検証期間における市場

環境や市場要因を分析し、それが将来的に継続する可能性が高いと判断

されれば基本ポートフォリオの見直しの必要性を検討する。具体的には、

基本ポートフォリオの基本的な前提条件に変化があるか否かの検証を行

う。 

② 超過収益（機構の運用実績とベンチマーク収益率の差異）の原因につ

いて、資産配分効果（基本ポートフォリオにおける資産構成割合と実際

の資産構成割合の差異による効果）と個別資産効果（各資産の運用実績

とベンチマーク収益率の差異による効果）への要因分解を行って確認す

る。 

③ 資産配分効果が想定以上に大きかった場合は、その検証期間の市場の

特殊要因等も確認した上で、必要と判断されればリバランスルールの見
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直し要否の検討を行う。 

④ 個別資産効果に問題が見出された場合には、マネジャー・ストラクチ

ャー見直しの要否の検討を行う。 

⑤ 運用実績の結果として実現した利益剰余金の水準について、想定損失

額との比較を行い、差異が大きい場合、リスク量の適否を評価し、その結

果を厚生労働省に提供する。 

 

上記の検討結果を踏まえ、必要と判断された施策に遅滞なく着手し、実施

する。 

一連の検証、施策の実施については、適時に資産運用委員会において報告、

必要に応じて審議を受け、委員会の意見を踏まえて対応する。 

 

（４）スチュワードシップ責任に係る取組 

機構資産の運用の目的の下で、共済契約者及び被共済者の利益のために長

期的な収益を確保する観点から、市場等への影響に留意しつつ、スチュワー

ドシップ責任を果たすための活動を一層推進する。 

その際、「「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・

コード≫」（平成 26 年２月 26 日日本版スチュワードシップ・コードに関す

る有識者検討会取りまとめ）を踏まえ、スチュワードシップ責任（機関投資

家が、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づく建設的なエン

ゲージメント等を通じて、当該企業の企業価値の向上や持続的成長を促すこ

とにより、顧客・受益者の中長期的な投資収益の拡大を図る責任をいう。）

を果たす上での基本的な方針に沿った対応を行う。 

加えて、公的機関のアセットオーナーかつＰＲＩ（責任投資原則）の署名

機関として、フィデューシャリー・デューティーに反しない範囲で、持続可

能な社会の実現を後押しするための活動について検討する。具体的には、Ｅ

ＳＧ課題の投資方針への組入れの検討等を行う。 

また、スチュワードシップ活動も含めた責任投資への取組状況をまとめて

ホームページに公表する。 

 

（５）労働政策審議会と資産運用委員会の連携等 

厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課長をブリッジ役とする労働政策

審議会と資産運用委員会との連携など関係機関との協力関係を維持・強化し、

資産運用に係るガバナンス体制を引き続き整備する。 

そのために、厚生労働省に対して、予定運用利回り等の検討に資するよう、

資産運用結果その他の財務状況や、運用環境に関する情報を定期的に提供す
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るほか、随時の説明や情報提供要請にも積極的に対応する。 

２ 一般の中小企業退職金共済事業 

（１）加入促進対策の効果的実施 

① 加入促進対策の実施 

中小企業退職金共済制度が従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄

与することを十分踏まえつつ、制度を長期的に持続可能とするために必

要な被共済者数を安定的に確保することを目的として、効率的かつ効果

的な加入促進対策を講ずる。 

・ 関係機関等（関係官公庁、金融機関、関係団体等）や勤労者財産形成

事業本部等の他事業本部との連携を強化し、データに基づき地域による

メリハリを利かせた施策を展開する。 

・ 広報資料やＳＮＳ等による周知広報活動及び集中的な広報キャンペー

ンを展開することで広く一般に制度の認知を図る。 

・ 興味関心を持った層に対してはホームページや機構主催の説明会等に

誘導する。 

・ 加入検討段階に入った層には個別相談等を行う。 

など有機的な取組を行う。 

イ 一般的な加入促進対策 

ⅰ）広報資料等による周知広報活動（一般に制度の認知を図るための取

組） 

・制度内容・加入手続等を掲載したパンフレット・ポスター等の広報

資料を配布するとともに、ホームページやマスメディア等を活用し

た制度の周知広報を実施する。 

あわせて、ＳＮＳアカウントを活用し、ＳＮＳによる制度の周知広

報を実施する。 

・関係機関等に対して、広報資料の窓口備付け、ポスター等の掲示及

びこれらの機関等が発行する広報誌等へ一般の中小企業退職金共済

（以下「中退共」という。）制度に関する記事の掲載を依頼する。 

・東京都、独立行政法人中小企業基盤整備機構等が開催するイベント

等への出展や資料の設置等を依頼する等、関係機関等と協力して制

度の周知広報活動を実施する。 

ⅱ）関係機関等に対する訪問等による加入促進活動（一般に制度の認知

を図るための取組） 

・地域に密着した金融機関を定期的に訪問し、金融機関に対し加入促

進活動への協力の要請を行う。 

・関係機関等との情報交換や連携により加入促進活動の実効性・効率
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性の向上を図り、加入促進の周知依頼や説明会への誘導など加入促

進活動を展開する。 

ⅲ）個別事業主に対する加入勧奨等（興味関心をもった層を加入検討に

誘導するための取組及び加入検討段階に入った層への取組） 

・機構が委嘱した普及推進員等により各種相談等に対応するとともに、

個別事業主に対する加入勧奨を１人あたり平均月 17件以上行う。 

・説明会（オンライン及び対面）を 24回以上開催し、300人以上の参

加者に中退共制度を説明し、適時適切なフォローアップを実施する

ことで新規加入の後押しを図る。 

ただし、令和７年度の実績を踏まえた取組によって参加者数の増加

を更に図るものとする。 

・既加入事業主に対し、定期的な文書送付等により追加加入手続を促

進する。 

ⅳ）関係機関等（委託事業主団体等除く）の会合における加入勧奨等（認

知及び興味関心をもった層に対する取組） 

・関係機関等（委託事業主団体等除く）が開催する会合において、制

度内容や加入手続等の説明を行うなど、制度の普及及び加入勧奨を

行う。 

ⅴ）他制度と連携した加入促進対策の実施（その他の取組） 

・地方公共団体等に対し、新規加入者拡大のため、独自の掛金の助成・

補助制度についての有効性を示し、拡大・拡充を働きかける。 

ロ 集中的な加入促進対策の実施 

10月を加入促進強化月間とし、６月を加入促進強化サブ月間と位置づけ、

厚生労働省の支援を得つつ、全国的な周知広報活動等を集中的に展開す

る。 

ハ 委託事業主団体等への加入促進の支援 

加入促進の支援をする観点から次の取組を行う。 

・引き続き委託契約の在り方を検討する。 

・共済担当者等を対象とする説明会の開催をすると共に、委託事業主団

体等が主催する会合へ説明者を派遣する。 

・委託事業主団体等と機構とで相互にＰＲし合う支援を行うことで、加

入の拡大・拡充を実施する。 

② 加入促進対策の検証と見直し 

加入促進対策の効果については、機構内の統計の分析に加え、ホームペ

ージや相談センター、各コーナーに寄せられた意見等及び加入企業、非加

入企業それぞれに対するアンケート調査等の実施結果に基づき効率的か
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つ効果的な加入促進対策を講ずる。また、中小企業事業主団体・関係業界

団体及び関係労働団体の有識者からの業務運営に対する意見等を積極的

に収集して活用し、検討等を行った内容を踏まえ、加入促進対策に活用す

る。 

③ 加入目標数 

2026（令和８）年度に新たに加入する被共済者数を 31万 5,000人以上

とする。 

 

（２）サービスの向上 

イ 加入者等が行う諸手続や提出書類の合理化を図るとともに、機構内の

事務処理の簡素化・迅速化を図る観点及びカスタマーハラスメントに対

応する観点から、諸手続、事務処理等を継続的に再点検し、必要に応じ

て見直しを行う。 

ロ 契約及び退職金給付に当たり、厳正な審査を引き続き実施しつつ、受

付日から 18 業務日以内（退職月の掛金の納付が確認されるまでの期間

を除く。）に退職金を全数支給する。 

ハ 相談業務については、相談センター、各コーナー及びホームページに

おける相談内容、意見等のほか、ホームページ閲覧者等の満足度調査の

結果を、コールセンター等の相談業務及びホームページのコンテンツの

改善に反映させること、並びに対応例等を定めた応答マニュアルを随時

見直し、懇切丁寧な対応を徹底することにより､相談業務及び情報提供

の質を向上させる。 

ニ 加入促進活動に携わる関係者（普及推進員・特別相談員）、関係機関等

の意見・要望を１回以上収集・聴取するとともに情報交換の結果を取り

まとめて分析を行い、普及推進員・特別相談員については、７回以上、

ブロック会議等を開催し、得られた情報をサービス向上や効果的かつ効

率的な加入促進活動につなげる。 

 

（３）中退共システム再構築 

中退共事業における中退共システムでは、プログラミング言語を刷新する

とともに、システム構造を制度改正等に迅速かつ柔軟に対応し得るように見

直す再構築プロジェクトについて、一連のテストを継続するほか、リハーサ

ルを含む本番移行準備、新しいシステム使用のための教育訓練等を進め、計

画通りに完逐する（2026（令和８）年９月 24日運用開始予定）。 

この間、想定外の事態にも適切に対応する。 

また、稼働開始後のインシデントに機動的に対処し、システムの安定運行
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を確保する。 

システム再構築プロジェクトと並行して、利用者に対するサービス向上の

観点から電子化範囲の更なる拡大について検討を行う。 

 

（４）確実な退職金の支給に向けた取組 

未請求退職金の縮減の観点から、退職時等における被共済者の住所把握の

徹底、退職後一定期間経過後における退職金請求勧奨を行い、請求権が発生

した年度における退職者数に対する、当該年度から３年経過後の未請求者数

の比率（年度末値）を 2.0％以下とする。また、請求権が発生した年度にお

ける退職金総額に対する当該年度から３年経過後の未請求退職金額の割合

（年度末値）を 0.5％以下とする。 

さらに、退職金未請求者へのアンケート調査等により判明した退職金額少

額層における手続負担忌避傾向の強まりを踏まえ、手続負担感の軽減を企図

し、ホームページにおける支払請求書類作成や、手続の分かりやすい解説の

掲載などの施策を検討し、可能であれば実施する。手続の解説については、

利用者の意見等を踏まえ、継続的に改善を行う。 

① 新たな未請求退職金の発生を防止するための対策 

被共済者について、中退共制度に加入していることの認識を高めると

ともに未請求者に請求を促すため、2026（令和８）年度においては、以下

の取組を行う。 

イ 共済契約者に対する働きかけ 

ⅰ）加入時に、被共済者に対し、中退共制度に加入したことを通知する

「加入通知書」を必ず配付するよう要請する。 

ⅱ）年１回、被共済者ごとの「加入状況のお知らせ」を送付し、被共済

者に配付するよう要請する。 

ⅲ）被共済者の退職時に事業主が提出する「被共済者退職届」へ被共済

者の住所を必ず記入するよう要請する。 

また、住所情報の記入がなかった共済契約者に対し、他部署と連携し

個別協力要請により被共済者の住所情報取得を図る。 

ロ 退職者に対する働きかけ 

未請求者に対し、退職後３か月経過後、２年経過前、２年経過後、３

年経過前及び５年経過前のタイミングで請求手続を要請する。なお、前

記ⅲ）の住所情報がない場合は、対象事業所に対して、当該被共済者の

住所情報の提供を依頼し、入手した情報に基づき被共済者に対して請求

手続を要請する。 

ハ その他の取組 
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ⅰ）住所不明者について、個人番号等を活用し住民基本台帳ネットワー

クシステムにより住所情報取得を図る。また、取得した住所情報を用

いて請求手続を要請する。 

ⅱ）上記取組について、成果の検証を行い、必要に応じ取組の見直しを

行う。 

② 共済契約者及び被共済者への周知・調査、分析 

引き続き、未請求者縮減のための周知広報施策として、以下の取組を行

う。 

イ 周知の徹底等 

ⅰ）新規契約申込書で事業所名をホームページの加入事業所名検索シス

テムへ掲載することに承諾を得られた共済契約者の事業所名を適宜

更新する。 

ⅱ）ホームページに常時掲載している未請求に関しての注意喚起につい

ては、見直しの要否を継続的に検討し、必要があれば見直しを行う。 

ⅲ）その他あらゆる機会を通じた注意喚起を引き続き行う。 

ロ 調査、分析 

共済契約者及び被共済者並びに退職金未請求者等に対するアンケー

ト調査の実施等により、未請求原因の分析を行い、その結果をその後の

取組に活用する。 

 

３ 建設業退職金共済事業 

（１）加入促進対策の効果的実施 

① 加入促進対策の実施 

建設技能労働者数等の推移予測や景気要因等による労働需給予測を踏

まえ、加入勧奨対象を的確に把握した上で、関係機関等（関係官公庁、関

係事業主団体等）との連携強化により以下の効率的かつ効果的な加入促

進対策を講ずる。 

また、建設業退職金共済（以下「建退共」という。）制度への加入促進

対策の実施に当たっては、各事業本部間及び支部相互に連携して行うこ

ととする。 

イ 広報資料等による周知広報活動 

ⅰ）制度内容・加入手続等を掲載したパンフレット・ポスター等の広報

資料を作成し、本部・支部に備え付けて配布するとともに、ホームペ

ージや機構のＳＮＳアカウント等を活用して、制度内容、加入手続等

の情報を提供し、退職金共済制度の周知広報を実施する。 

また、制度紹介用動画をホームページ及び YouTube 等動画広告媒体上
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で配信する。 

ⅱ）関係機関等に対して、広報資料の窓口備付け、ポスター等の掲示及

びこれらの機関等が発行する広報誌等への退職金共済制度に関する

記事の掲載を依頼する。 

ⅲ）建設業等に係る公共事業発注機関に対し、受注事業者からの「掛金

収納書」及び「建設業退職金共済事業加入・履行証明書」の徴取並び

に「建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表」の提示の要請を行う

とともに、受注事業者による「建退共現場標識」掲示の徹底を図り、

事業主及び建設技能労働者への制度普及を行う。 

ⅳ）マスメディアやＷｅｂ広告等を活用した退職金共済制度及び電子ポ

イント方式（中期計画における「電子申請方式」をいう。以下同じ。）

の周知広報を集中的に実施する。 

ロ 個別事業主に対する加入勧奨等 

ⅰ）機構が委嘱した相談員により、各種相談等の対応を行う。 

ⅱ）関係事業主団体、工事発注者、元請事業者等の協力を得つつ、未加

入事業主に対する加入勧奨を行うとともに、既加入事業主に対し、新

たに雇用した者の加入手続を必ずとるよう要請する。特に建設キャリ

アアップシステム（ＣＣＵＳ）との連携を進める中で民間工事を含め

た加入勧奨を行う。 

ⅲ）機構内及び外部データを用いて未加入事業主を抽出・検証し、効率

的かつ効果的な加入促進対策を講ずる。 

・建設業許可業者リスト（経営事項審査受審業者リストを含む）を基

に「未加入業者検索システム（建設業許可業者・経営事項審査受審

業者）」により未加入業者を抽出し、加入勧奨を行う。 

ⅳ）外国人労働者に対する加入勧奨 

・建設キャリアアップシステム及び一般社団法人建設技能人材機構

（ＪＡＣ）と連携しながら、建退共制度に未加入の外国人労働者を

雇用している事業主に対し加入勧奨を行う。 

ハ 各種会議、研修会等における加入勧奨等 

関係機関等が開催する各種会議、研修会等において、制度内容や加入

手続等の説明を行うなど、制度の普及及び加入勧奨を行う。 

ⅰ）中小企業事業主団体、関係業界団体等が開催する各種会議等で、制

度の周知広報を要請する。 

ⅱ）都道府県、市区町村が開催する各種会議において、制度内容、加入

手続等の説明を行うなど、制度の普及及び加入勧奨の要請を行う。 

ⅲ）厚生労働省、都道府県労働局及び国土交通省が開催する各種会議等
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で、制度の周知広報を要請する。 

ニ 集中的な加入促進対策の実施 

10月を加入促進強化月間とし、厚生労働省及び国土交通省の支援を得

つつ、期間中、次のような活動を行う。 

ⅰ）ポスター、パンフレット等の広報資料を作成、配布する。 

ⅱ）退職金共済制度の普及推進等に貢献のあった者に対する理事長表彰

を実施する。 

ⅲ）全国的な周知広報活動等を集中的に展開する。 

ⅳ）厚生労働省及び国土交通省の支援を得つつ、「建設業退職金共済制

度加入促進等連絡会議」を開催し、専門工事業団体等に対し、退職金

共済制度の普及及び加入促進等について協力依頼を行う。 

ⅴ）元請事業主に対し下請事業主の加入指導及び事務受託の推進を依頼

する。あわせて、工事現場等で建退共事業への認識を高めるための労

働者用チラシの備付け・配布及び建退共現場標識の掲示を依頼する。 

ⅵ）新聞等のマスメディアを活用した広報を実施する。 

② 加入促進対策の検証と見直し等 

加入促進対策の効果については、機構内の統計の分析に加え、中小企業

事業主団体、関係業界団体及び関係労働団体の有識者からの機構の業務

運営に対する意見等も積極的に収集し、検証等を行う。 

効果の検証結果を踏まえ、加入促進対策の見直しを実施する。 

③ 加入目標数 

2026（令和８）年度における新たに加入する被共済者数を９万 3,000人

以上とする。 

 

（２）サービスの向上 

① 電子ポイント方式の利用促進等 

確実な掛金納付・退職金支給、元請事業者等の共済契約者の事務負担の

軽減等を図るために前中期目標期間において導入した電子ポイント方式

の一層の利用促進を本部及び支部相互に連携し図る。 

イ 事業者向けだけではなく、事業者の協力会社や工事発注者、労働関係

団体等の説明会参加対象者に対し、電子ポイント方式の概要や基本的な

操作のほか、元請下請間の事務負担の軽減を図るため建設キャリアアッ

プシステムとのデータ連携など、多様な手法やニーズに応じたオーダー

メイド型の説明会を開催する。 

ロ モデル地区における電子ポイント方式の集中的な普及促進活動につ

いて、2025（令和７）年度に実施した効果検証を踏まえたうえで、関係



11 

 

機関と連携しながらより効果的な利用促進策を検討する。 

ハ オンライン申請について、ホームページ等を活用し、周知徹底を図る。

また、共済契約者等からの意見・要望等を取りまとめ、更なる利便性の

向上について検討する。 

ニ 電子申請専用サイトにおいては、建設キャリアアップシステムとの更

なる連携強化や、共済契約者からの意見や要望を踏まえ、より分かりや

すく、かつ使いやすいシステムに改善していくことで引き続き利便性の

向上を図る。 

ホ 2025（令和７）年度に実施した退職金ポイント還元キャンペーンにつ

いて効果検証を行う。また、電子ポイント方式の普及拡大に向けて、電

子化に困難を抱える共済契約者に対するフォローアップのための支援

メニューや支援体制の検討、整備を進める。 

以上の取組により、2026（令和８）年度中に電子ポイント方式による掛

金の原資（退職金ポイント）の額を掛金収入額（※）の 17％以上とする。 

（※掛金収入額とは共済証紙と退職金ポイントの額を合算したもの） 

② 業務処理の効率化 

イ 加入者等が行う諸手続や提出書類の合理化を図るとともに、本部・支

部の事務処理の簡素化・迅速化を図る観点から、諸手続、事務処理等の

再点検を行う。 

ロ 加入者等の各種手続の迅速化を目的とし、業務システムの再構築の可

能性について検討する。 

ハ 契約及び退職金給付に当たり、厳正な審査を引き続き実施しつつ、受

付日から 22業務日以内に退職金を全数支給する。 

③ 情報提供の充実、加入者からの照会・要望等への適切な対応等 

イ 加入者等に対する個別の相談業務については、引き続き電話により行

いサービス向上を図る。特に電子ポイント方式に係る相談等については、

専用のコールセンターによりきめ細やかな対応を行う。 

また、制度・手続に関する照会等について回答の標準化を図り、ホー

ムページ掲載のＱ＆Ａに反映する。 

ロ 令和７年度において再構築を行ったホームページについては、利用者

の意見を踏まえ見直しを行う。 

ハ 電子申請専用サイトにおいては、連絡通知機能を使って、共済契約者

に対し迅速な情報提供を行うとともに、共済契約者からの意見・要望を

取りまとめ、分かりやすく、かつ使いやすいシステムに改善していくこ

とで利便性の向上に努める。 

④ 積極的な情報の収集及び活用 
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イ 加入促進強化月間等における訪問や参与会等の場を活用して、中小企

業事業主団体・関係業界団体及び関係労働団体の有識者から、機構の業

務運営に対する意見等を聴取する。 

ロ 毎月の加入状況、退職金支払状況等に関する統計を整理・分析する。

また、加入者、関係団体等の意見・要望及び各種統計等の情報を整理・

分析するとともに、実態調査等により情報を収集したうえで、対応策を

検討し、建退共事業の運営に反映させることにより、当該事業の改善を

図る。 

ハ 令和７年度において再構築を行ったホームページについては、利用者

の意見を踏まえ見直しを行う。【再掲】 

 

（３）確実な退職金の支給に向けた取組 

① 長期未更新者数の縮減等のための取組 

建退共事業における過去３年以上手帳更新を行っていない被共済者

（以下「長期未更新者」という。）のうち、業界引退者への確実な退職金

支給のための以下の取組等を行い、中期目標期間の最終年度までに、長期

未更新者数を前中期目標期間の終了時の数から減少させる。 

また、各種調査について、電子申請専用サイトを活用した電子化を検討

する。 

イ 加入者全体を対象とした取組 

ⅰ）新規加入時及び共済手帳更新時に被共済者の住所把握を徹底し、建

退共制度に加入したことを本人に通知するとともに、共済手帳の住所

欄に被共済者の住所を記載してもらうことを徹底する。 

ⅱ）新規加入時、退職時に名寄せを行い、重複加入が疑われる被共済者

に対し重複の有無を確認する。確認の結果、追加支給等を行い、退職

金の支給漏れを防止する。 

ⅲ）工事現場における「建退共現場標識」、ハローワークや各種説明会

等を活用し、共済手帳の更新、退職金の請求等の手続をとるよう注意

喚起を行う。 

ⅳ）Ｗｅｂサイトを活用した退職金請求に関する周知・広報を実施する。

また、併せて退職金請求者の事務簡素化のためオンライン申請の手続

をとるよう広く案内する。 

ロ ターゲットを特定した取組 

ⅰ）共済手帳の未更新期間が３年経過時点で行う現況調査において、住

民基本台帳ネットワークシステム等も活用しながらその住所把握に

努め、共済手帳の更新、業界引退者への退職金請求等の手続をとるよ
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う要請する。 

ⅱ）ⅰ）の要請（2024（令和６）年度実施）から２年経過した時点で手

続を行っていない者に対し、共済手帳の更新、業界引退者への退職金

請求等の手続をとるよう再度要請する。 

ⅲ）長期未更新者のうち 75歳に達した者で、かつ住所が把握できている

被共済者に対し、共済手帳の更新、業界引退者への退職金請求等の手

続をとるよう要請する。 

ⅳ）被共済者のうち 70歳に達した者で、かつ住所が把握できている者に

対し、掛金納付状況等の通知を行う。 

ⅴ）住所が把握できた長期未更新者に対し、順次、退職金請求等の手続

をとるよう要請する。（ⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳの対象者を除く） 

そのほか、社会保険労務士会の協力を得て、高齢者等の退職金請求に

係る事務手続が困難な請求人の支援策として、退職金請求手続を代行す

る業務を試行的に実施する。 

また、オンライン申請を活用した退職金請求手続の利用促進の方策に

ついて検討する。 

ハ 長期未更新者防止を目的とした対策 

被共済者本人へ掛金納付状況を定期的に通知する。 

ⅰ）初めて電子ポイント方式により掛金充当されたとき。 

ⅱ）掛金納付実績１年目（12月）となったとき。 

ⅲ）掛金納付実績５年目ごと（60月、120月・・・）となったとき。 

また、過去２年間手帳の更新をしていない共済契約者に対して、満了・

未満了を問わず手帳更新を行うよう要請し、新たに長期未更新者に該当

することになる被共済者の数を減少させる。 

② 確実な共済証紙の貼付及び退職金ポイントの充当に向けた取組 

過去２年間手帳の更新をしていない共済契約者に対して、満了・未満了

を問わず手帳更新を行うよう要請し、新たに長期未更新者に該当するこ

とになる被共済者の数を減少させる。【再掲】 

イ 就労日数に応じた適正な共済証紙の貼付及び退職金ポイントの充当

を図るため、過去２年間共済手帳の更新の手続をしていない全ての共済

契約者に対し、満了・未満了を問わず共済手帳の更新など適切な措置を

行うようチラシを同封した文書により要請する。 

ロ 2024（令和６）年度に改正した基準に基づき、加入・履行証明書発行

の際、適正履行の確認をするとともに、就労日数に応じた適正な共済証

紙の貼付及び退職金ポイントの充当をするよう共済契約者に対してホ

ームページ等を活用し周知徹底する。 
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４ 清酒製造業退職金共済事業 

（１）加入促進対策の効果的実施 

①  加入促進対策の実施 

清酒製造業に係る産業や労働需給の動向について情報収集し、加入勧

奨対象者を的確に把握した上で、関係機関等（関係官公庁、関係事業主団

体等）との連携強化により、効率的かつ効果的に以下の加入促進対策を講

ずる。 

また、清退共制度への加入促進対策の実施に当たっては、各事業本部間

相互に連携して行うこととする。 

イ 広報資料等による周知広報活動 

関係機関等に対して、広報資料の窓口備付け、ポスター等の掲示及び

これらの機関等が発行する広報誌等への退職金共済制度に関する記事

の掲載を依頼する。 

また、ＳＮＳアカウントを活用し、ＳＮＳによる制度の周知広報を実

施する。 

ロ 個別事業主に対する加入勧奨等 

ⅰ）機構が委嘱した相談員により、各種相談等に対応するとともに、個

別事業主に対する加入勧奨を行う。 

ⅱ）酒類等製造免許（清酒・単式蒸留焼酎・みりん）の新規取得事業所

及び未加入事業所の名簿を整理した上で、個別事業主に対する加入勧

奨を行う。特に、未加入事業所が比較的多い単式蒸留焼酎、みりんを

品目とする事業所への加入勧奨に注力する。 

ⅲ）既加入事業主に対し、対象となる期間雇用者を新たに雇い入れた場

合は、文書等により必ず加入手続を行うよう要請する。 

ハ 各種会議、研修会等における加入勧奨等 

関係機関等が開催する各種会議、研修会等において、制度内容や加入

手続等の説明を行うなど、制度の普及及び加入勧奨を行う。 

ニ 集中的な加入促進対策の実施 

10 月を加入促進強化月間とし、厚生労働省の支援を得つつ、期間中、

全国的な周知広報活動等を集中的に展開する。 

② 加入促進対策の検証と見直し等 

加入促進対策の効果については、機構内の統計の分析に加え、中小企業

事業主団体、関係業界団体及び関係労働団体の有識者からの機構の業務

運営に対する意見等も積極的に収集して活用し、検証等を行う。 

効果の検証結果を踏まえ、毎年度、加入促進対策の見直しを実施する。 
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③ 加入目標数 

2026（令和８）年度における新たに加入する被共済者数を 50人以上と

する。 

 

（２）サービスの向上 

① 業務処理の効率化 

イ 窓口業務を行っている各都道府県支部や共済契約者及び被共済者か

らの意見等を伺い、諸手続、事務処理等の再点検を行い、必要に応じ改

善できるかの再検討を行う。 

ロ 加入者等の各種手続の迅速化を目的とし、業務システムの再構築の可

能性について検討する。 

ハ 契約及び退職金給付に当たり、厳正な審査を引き続き実施しつつ、受

付日から 22業務日以内に退職金を全数支給する。 

②  情報提供の充実、加入者等からの照会・要望等への適切な対応等 

イ 加入者等の利便性を高める観点から、加入者等からの制度・手続に関

する照会等について回答の標準化を図り、ホームページ上のＱ＆Ａに反

映させる。 

ロ 加入者等に対する個別の相談業務については、引き続き電話により行

いサービス向上を図る。 

③ 積極的な情報の収集及び活用 

イ 加入促進強化月間等における訪問や参与会等の場を活用して、中小企

業事業主団体、関係業界団体及び関係労働団体の有識者から、機構の業

務運営に対する意見等を聴取する。 

ロ 毎月の加入状況、退職金支払状況等に関する統計及び現況調査等の情

報を整理する。 

ハ 加入者、関係団体等の意見・要望並びに各種統計等の情報を整理・分

析し、対応策を検討し、清退共事業の運営に反映させることにより、当

該事業の改善を図る。 

 

（３）確実な退職金の支給に向けた取組 

清退共事業における長期未更新者のうち、業界引退者への確実な退職金支

給のための以下の取組を行い、中期目標期間の最終年度までに、長期未更新

者数を前中期目標期間の終了時から減少させる。 

イ 新規加入時に被共済者の住所把握を徹底し、清退共制度に加入したこ

とを本人に通知するとともに被共済者の住所をシステムに登録する。ま

た、共済手帳の住所欄に被共済者の住所を記載してもらうことを徹底す
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る。 

ロ 共済手帳の更新時においても被共済者の住所把握を徹底し、システム

に登録する。 

ハ 未更新期間が３年経過時点で行う現況調査において、住民基本台帳ネ

ットワークシステム等も活用しながらその住所把握に努め、把握できた

住所を全てシステムに登録し、共済手帳の更新、業界引退者へ退職金請

求等の手続をとるよう要請する。 

また、上記の要請から２年を経過した後においても、退職金請求等の

手続をとっていない長期未更新者全員に対して、退職金請求等の手続を

とるよう要請する。 

ニ 被共済者の年齢構成を把握・分析し、住所が把握できている長期未更

新者のうち、65歳に達した被共済者に対して掛金納付状況等を通知する

とともに、共済手帳の更新、業界引退者へ退職金請求等の手続をとるよ

う要請する。 

ホ 新たに長期未更新者とさせないための取組として、掛金納付が 24 月

に達した者で、かつ住所が把握できている被共済者に対して、掛金納付

状況等を通知するとともに、就労している場合は共済手帳を事業主に提

出し、就労日数に応じて共済証紙を適正に貼付してもらうなどの注意喚

起を行う。 

へ 被共済者の加入時、退職時に名寄せを行い、重複加入が疑われる被共

済者に対し重複加入調査票を送付し注意喚起を行う。 

ト 事業主団体の広報誌、ポスター等により、被共済者に退職金の請求に

関する問合せを呼びかける。 

チ ホームページ等を活用し、共済手帳の更新、退職金の請求等の手続を

行うよう注意喚起を行う。 

リ マスメディアを活用し、共済契約者に対し、被共済者の退職時等に清

酒製造業からの引退の意思の有無を確認し、引退の意思を有する場合に

は退職金を請求することを指導するよう要請する。 

 

５ 林業退職金共済事業 

（１）累積欠損金の処理 

2020（令和２）年 11月に策定した「累積欠損金解消計画」のもとで、2024

（令和６）年度に実施した財政検証等を踏まえて、当面、経費の削減を継続

する。 

（２）加入促進対策の効果的実施 

① 加入促進対策の実施 
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林業に係る産業や労働需給の動向について情報収集し、加入勧奨対象

を的確に把握した上で、関係機関等（関係官公庁、関係事業主団体等）と

の連携強化により、効率的かつ効果的に以下の対策を講ずる。 

林退共制度への加入促進対策の実施に当たっては、各事業本部間相互

に連携して行うこととする。 

イ 広報資料等による周知広報活動 

関係機関等に対して、広報資料の窓口備付け、ポスター等の掲示及び

これらの機関等が発行する広報誌等への退職金共済制度に関する記事

の掲載を依頼する。 

また、ＳＮＳアカウントを活用し、ＳＮＳによる制度の周知広報を実

施する。 

ロ 個別事業主に対する加入勧奨等 

ⅰ）未加入事業所の名簿を整理した上で、個別事業主に対する加入勧奨

を行う。特に、林業関係団体に所属する未加入事業所への加入勧奨に

注力する。 

ⅱ）既加入事業主に対し、対象となる期間雇用者を新たに雇い入れた場

合は、文書等により必ず加入手続を行うよう要請する。 

ⅲ）一人親方が所属する労災保険特別加入団体一覧表を整理した上で、

未加入団体に対する加入勧奨を行う。 

ハ 各種会議、研修会等における加入勧奨等 

関係機関等が開催する各種会議、研修会等において、制度内容や加入

手続等の説明を行うなど、制度の普及及び加入勧奨を行う。 

ニ 集中的な加入促進対策の実施 

10 月を加入促進強化月間とし、厚生労働省の支援を得つつ、期間中、

全国的な周知広報活動等を集中的に展開する。 

ホ 他制度と連携した加入促進対策の実施 

いわゆる「緑の雇用」の実施に当たり、林退共制度等への加入につい

て事業主に指導するよう関係機関等に要請を行う。 

② 加入促進対策の検証と見直し等 

加入促進対策の効果については、機構内の統計の分析に加え、中小企業

事業主団体、関係業界団体及び関係労働団体の有識者からの機構の業務

運営に対する意見等も積極的に収集して活用し、検証等を行う。 

効果の検証結果を踏まえ、毎年度、加入促進対策の見直しを実施する。 

③ 加入目標数 

2026（令和８）年度における新たに加入する被共済者数を 1,300 人以

上とする。 
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（３）サービスの向上 

① 業務処理の効率化 

イ 窓口業務を行っている各都道府県支部や共済契約者及び被共済者か

らの意見等を伺い、諸手続、事務処理等の再点検を行い、必要に応じ改

善できるかの再検討を行う。 

ロ 加入者等の各種手続の迅速化を目的とし、業務システムの再構築の可

能性について検討する。 

ハ 契約及び退職金給付に当たり、厳正な審査を引き続き実施しつつ、受

付日から 22業務日以内に退職金を全数支給する。 

②  情報提供の充実、加入者等からの照会・要望等への適切な対応等 

イ 加入者等の利便性を高める観点から、加入者等からの制度・手続に関

する照会等について回答の標準化を図り、ホームページ上のＱ＆Ａに反

映させる。 

ロ 加入者等に対する個別の相談業務については、引き続き電話により行

いサービス向上を図る。 

③ 積極的な情報の収集及び活用 

イ 加入促進強化月間等における訪問や参与会等の場を活用して、中小企

業事業主団体、関係業界団体及び関係労働団体の有識者から、機構の業

務運営に対する意見等を聴取する。 

ロ 毎月の加入状況、退職金支払状況等に関する統計を整備するとともに、

林退共事業に対する要望等を随時調査等する。 

ハ 加入者、関係団体等の意見・要望並びに各種統計等の情報を整理・分

析し、対応策を検討し、林退共事業の運営に反映させることにより、当

該事業の改善を図る。 

 

（４）確実な退職金の支給に向けた取組 

林退共事業における長期未更新者のうち、業界引退者への確実な退職金支

給のための以下の取組等を行い、中期目標期間の最終年度までに、長期未更

新者数を前中期目標期間の終了時から減少させる。 

イ 新規加入時に被共済者の住所把握を徹底し、林退共制度に加入したこ

とを本人に通知するとともに被共済者の住所をシステムに登録する。ま

た、共済手帳の住所欄に被共済者の住所を記載してもらうことを徹底す

る。 

ロ 共済手帳の更新時においても被共済者の住所把握を徹底し、システム

に登録する。 
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ハ 未更新期間が３年経過時点で行う現況調査において、住民基本台帳ネ

ットワークシステム等も活用しながらその住所把握に努め、把握できた

住所を全てシステムに登録し、共済手帳の更新、業界引退者へ退職金請

求等の手続をとるよう要請する。 

また、上記の要請から２年を経過した後においても、退職金請求等の

手続をとっていない長期未更新者全員に対して、退職金請求等の手続を

とるよう要請する。 

ニ 被共済者の年齢構成を把握・分析し、住所が把握できている長期未更

新者のうち、65歳に達した被共済者に対して掛金納付状況等を通知する

とともに、共済手帳の更新、業界引退者へ退職金請求等の手続をとるよ

う要請する。 

ホ 新たに長期未更新者とさせないための取組みとして、掛金納付が 24

月に達した者で、かつ住所が把握できている被共済者に対して、掛金納

付状況等を通知するとともに、就労している場合は共済手帳を事業主に

提出し、就労日数に応じて共済証紙を適正に貼付してもらうなどの注意

喚起を行う。 

へ 被共済者の加入時、退職時に名寄せを行い、重複加入が疑われる被共

済者に対し重複加入調査票を送付し注意喚起を行う。 

ト 事業主団体の広報誌、ポスター等により、被共済者に退職金の請求に

関する問合せを呼びかける。 

チ ホームページ等を活用し、共済手帳の更新、退職金の請求等の手続を

行うよう注意喚起を行う。 

リ マスメディアを活用し、共済契約者に対し、被共済者の退職時等に林

業からの引退の意思の有無を確認し、引退の意思を有する場合には退職

金を請求することを指導するよう要請する。 

 

Ⅱ 財産形成促進事業 

１ 融資業務の着実な実施 

勤労者世帯の持家取得について、勤労者の生活の安定に資するため、融資

業務を着実に実施する。 

また、審査の妥当性確保と迅速な審査処理の維持を図るため、外部専門家

による職員研修を１回以上実施するとともに、財形持家転貸融資の新規借入

申込みに係る貸付決定までの審査期間について、財形持家転貸融資取扱金融

機関において借入申込書を受理した日から平均５業務日以下とする。 

 

２ 利用促進対策の効果的実施 
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（１）関係機関等と連携した利用促進対策 

財形持家融資の関係機関等と連携するなどし、財形持家融資利用者の減少

の要因を踏まえた以下の利用促進対策（あらゆる機会を捉えて、30回以上、

財形持家転貸融資の利用促進を図る。）に取り組むことにより、2026（令和

８）年度における財形持家転貸融資の新規借入申込件数を 350 件以上とす

る。 

① 厚生労働省に登録している福利厚生会社と連携し、同社に出資する事

業主等に対し財形持家転貸融資の利用促進を図る。 

② 財形持家転貸融資の利用につなげるため、資産形成のアドバイザーで

あるファイナンシャルプランナー等外部専門家に対しセミナーを開催す

るとともに、外部専門家が主催する会議・集会・研修等へ参加し、事業

主・勤労者への周知・推奨を依頼する。 

③ 住宅ローン利用検討者向けのセミナー等を開催する。 

④ 中退共制度の未加入事業主に対する説明会に参加し、中小企業事業主

への財形持家転貸融資の利用促進を図る。 

⑤ ＳＮＳアカウントを活用し、ＳＮＳによる制度の周知広報を実施する。 

⑥ 上記で活用する媒体等を作成し、必要に応じて改良を加える。 

 

（２）特別な支援を必要とする者への対応 

特別な支援を必要とする利用者への特例措置については、政府方針を踏ま

え、適時適切に見直しを行いつつ、引き続き行う。 

 

３ 財務運営 

自立的な財政規律の下、安定的かつ効率的な財政運営を実施する。 

 

Ⅲ 雇用促進融資事業 

  雇用促進融資業務については、債権管理を適切に行い、リスク管理債権（貸

倒懸念債権及び破産更生債権等）の処理を進める。 

 

第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 効率的かつ効果的な業務実施体制の確立等 

機構の業務運営については、法人の長を中心に、業務の効率的・効果的実

施、働き方改革の推進等の観点から以下の取組をはじめとした見直しを検討

し、実施する。また、機構の事務については、外部委託を拡大する等により、

事務処理の効率化及び経費の縮減を図る。 

（１）会議の電子化、効率化 
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タブレット端末等を使用し、ペーパーレス会議やオンライン会議を実施す

るよう取り組み、会議の効率化を推進する。 

 

（２）職員のテレワークの推進 

業務における高付加価値化・生産性の向上、職員の仕事と生活の両立等の

観点から、働き方改革の推進に資するよう、令和７年４月に開始したテレワ

ークについて、実行可能な業務から定着するよう、推進する。 

 

２ 業務運営の効率化に伴う経費削減 

一般管理費（人件費を除く。）及び業務経費（財産形成促進事業に係る貸

付金、償還金及び支払利息を除く。）については、業務運営全体を通じて一

層の効率化を図るとともに予算の適切な執行を行う。 

 

３ 給与水準の適正化 

給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考慮し、手当を含めた

役員の報酬、職員の給与等の在り方について厳しく検証した上で、引き続き

その適正化に取り組むとともに、その検証結果や取組状況を公表する。 

 

４ 業務の電子化に関する取組 

（１）中退共システム【再掲】 

中退共事業における中退共システムでは、プログラミング言語を刷新する

とともに、システム構造を制度改正等に迅速かつ柔軟に対応し得るように見

直す再構築プロジェクトについて、一連のテストを継続するほか、リハーサ

ルを含む本番移行準備、新しいシステム使用のための教育訓練等を進め、計

画通りに完逐する（2026（令和８）年９月 24日運用開始予定）。 

この間、想定外の事態にも適切に対応する。 

また、稼働開始後のインシデントに機動的に対処し、システムの安定運行

を確保する。 

システム再構築プロジェクトと並行して、利用者に対するサービス向上の

観点から電子化範囲の更なる拡大について検討を行う。 

 

（２）建退共の電子ポイント方式の利用促進等【再掲】 

確実な掛金納付・退職金支給、元請事業者等の共済契約者の事務負担の軽

減等を図るために前中期目標期間において導入した電子ポイント方式の一

層の利用促進を本部及び支部相互に連携し図る。 

イ 事業者向けだけではなく、事業者の協力会社や工事発注者、労働関係
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団体等の説明会参加対象者に対し、電子ポイント方式の概要や基本的な

操作のほか、元請下請間の事務負担の軽減を図るため建設キャリアアッ

プシステムとのデータ連携など、多様な手法やニーズに応じたオーダー

メイド型の説明会を開催する。 

ロ モデル地区における電子ポイント方式の集中的な普及促進活動につ

いて、2025（令和７）年度に実施した効果検証を踏まえたうえで、関係

機関と連携しながらより効果的な利用促進策を検討する。 

ハ オンライン申請について、ホームページ等を活用し、周知徹底を図る。

また、共済契約者等からの意見・要望等を取りまとめ、更なる利便性の

向上について検討する。 

ニ 電子申請専用サイトにおいては、建設キャリアアップシステムとの更

なる連携強化や、共済契約者からの意見や要望を踏まえ、より分かりや

すく、かつ使いやすいシステムに改善していくことで引き続き利便性の

向上を図る。 

ホ 2025（令和７）年度に実施した退職金ポイント還元キャンペーンにつ

いて効果検証を行う。また、電子ポイント方式の普及拡大に向けて、電

子化に困難を抱える共済契約者に対するフォローアップのための支援

メニューや支援体制の検討、整備を進める。 

以上の取組により、2026（令和８）年度中に電子ポイント方式による掛金

の原資（退職金ポイント）の額を掛金収入額（※）の 17％以上とする。 

（※掛金収入額とは共済証紙と退職金ポイントの額を合算したもの） 

 

（３）情報システムの整備及び管理 

デジタル庁が策定した「情報システムの整備及び管理の基本的な方針」（令

和３年 12 月 24 日デジタル大臣決定）にのっとり、ＰＭＯ（Portfolio 

Management Office（全体管理組織））において、適切な予算管理、進捗管理

等を行うとともにＰＪＭＯ（Project Management Office（プロジェクト推

進組織））が情報システムの適切な整備及び管理を行えるよう支援する。 

 

（４）手続の電子化 

「経済財政運営と改革の基本方針 2020」（令和２年７月 17 日閣議決定）

及び「規制改革実施計画」（令和２年７月 17日閣議決定）に基づき、2025（令

和７）年秋に導入したオンライン申請について、ホームページ等を活用し、

周知徹底を図る。 

 

５ 契約の適正化の推進 
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契約については、「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進につ

いて」（平成 27 年５月 25 日総務大臣決定）に基づく取組を着実に実施する

こととし、以下の取組により、契約の適正化を推進する。 

 

（１）公正かつ透明な調達手続による適切で、迅速かつ効果的な調達を実現する

観点から、機構の「調達等合理化計画」に基づき取組を着実に実施する。特

に、システム改修等の調達については、安易に随意契約とせず、透明性を確

保する。また、契約監視委員会等を通じて、契約の適正な実施について点検

を受けることとする。 

 

（２）契約については、原則として一般競争入札によるものとし、企画競争や公

募を行う場合には、競争性及び透明性が十分確保される方法により実施す

る。 

2026（令和８）年度における一者応札の件数を前中期目標期間における一

者応札の平均件数より増加させないよう努める。 

 

（３）監事及び会計監査人による監査において、入札・契約の適正な実施につい

て徹底的なチェックを受ける。 

 

第３ 財務内容の改善に関する事項 

「第１ Ⅰ ５（１）累積欠損金の処理」のとおり経費の削減を継続する。 

また、「第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置」

で定めた事項を考慮して作成した令和８年度予算に基づき、当該予算の適切な

管理を通じた運営を行う。 

 

第４ その他業務運営に関する重要事項 

１ ガバナンスの徹底 

（１）内部統制の徹底 

内部統制については、機構が将来の退職金給付の貴重な原資を国民から託

されていることを念頭に置いたうえで、独立行政法人通則法の改正により、

独立行政法人のガバナンスが強化されたことを踏まえ、特に以下の事項を重

点に、内部統制の更なる強化を図るため、以下①～⑥の体制で取り組む。 

・統制環境として、金融業務を行う公的機関にふさわしい高い職業倫理の

徹底、金融ショックやサイバーテロなどのリスクに対する不断の備え、

エビデンスに基づく施策立案の徹底、施策の失敗を総括して成功に導く

組織文化の定着を図る。 
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・中期計画、年度計画の進捗状況について、理事会、運営委員会などでの

報告・審議等を通じてＰＤＣＡサイクルを適切に機能させ、引き続き効

率的かつ効果的な組織運営を確保する。 

・統制活動として、文書決裁ルールの徹底を始めとした責任の所在の明確

化の徹底を図る。 

・機構が大量の個人情報を国民から託されていることを念頭に置いた上 

で、個人情報を適切に管理するため、個人情報の保護に関する法律（平

成 15年法律第 57号）に基づき定めた個人情報管理規程にのっとり、個

人情報の適切な取扱いを行い、管理状況に係る監査を徹底する。加えて、

システム投資案件については情報セキュリティの観点からの検討を行

う。 

また、「「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」

について」（平成 26年 11月 28日付け総務省行政管理局長通知）に基づ

く業務方法書に定める規程を適時適切に見直し、各種会議や研修等を通

じて認識を共有する。 

① 資産運用委員会 

当機構のガバナンス強化策の一環として設置された厚生労働大臣任命

の資産運用委員会では、基本指針を始め資産運用に係る重要事項につい

て、本委員会での議を経て決定する。 

資産運用の健全性を確保するため、資産運用委員会による資産運用の

状況その他の運用に関する業務の実施状況の監視を徹底し、その結果を

事後の資産運用に反映させる。 

審議内容については、議事要旨等の形で速やかに公表し、透明性、対外

説明力の維持･向上に努める。 

② 情報セキュリティ委員会 

情報セキュリティ委員会では、サイバーセキュリティ基本法（平成 26

年法律第 104 号）及び政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための

統一基準群を踏まえ、情報セキュリティに係る規程等について審議する

ほか、情報セキュリティに関する総括を行い、問題意識の共有と施策の策

定を行う。 

委員会にはＣＩＯ補佐官も委員として出席し、専門的見地から審議に

加わる。 

③ 情報セキュリティ有識者委員会 

情報セキュリティ有識者委員会では、情報システムにおける情報セキ

ュリティ強化及び中退共システムの再構築等の円滑な遂行に資するため、

情報セキュリティ施策に関する現状・計画や、再構築等の進捗状況・予定
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等を情報セキュリティ有識者委員会に報告し、外部有識者委員による審

議、助言、提言を受ける。 

あわせて、ＣＩＯ補佐官から年次活動報告を受け、審議を行う。 

④ ＰＭＯ・システム化委員会 

ＰＭＯ・システム化委員会では、機構内のシステム化を統合的に管理す

るため、システム化案件の内容とその予算措置状況を全体として把握す

るとともに、各プロジェクトの進捗状況について管理を行う。 

⑤ リスク管理・コンプライアンス体制 

機構が抱えるリスクの鳥瞰図（リスク・マップ）における管理・評価に

加え、個人情報取扱業務については、事務単位で内在するリスクを捉えた

統制を行うため、担当部門が自らリスクの検討及びモニタリングを行う

ＣＳＡ（Control Self Assessment（統制自己評価））手法に基づき作成

したリスク管理表に基づく管理・評価を行う。 

また、法曹関係の外部有識者委員を加えたリスク管理・コンプライアン

ス委員会で審議すべき事項が生じた場合には、同委員会を開催し、客観

的・専門的見地に立った助言を受けるとともに、最新のリスク・マップ及

びリスク管理表についての検証を行う。 

⑥ 統制活動、モニタリング体制 

統制活動として、文書決裁ルールの徹底をはじめとした責任の所在の

明確化を図るとともに、業務方法書に定める規程を適時適切に見直し、各

種会議や研修等を通じて認識を共有する。 

各種施策・計画の進捗状況等をモニタリングし、ＰＤＣＡサイクルを適

切に機能させる。 

中期計画・本計画の進捗状況について、理事会、運営委員会などでの報

告・審議等を通じてモニタリングすることに加え、業務運営・推進会議を

開催し、問題の把握・分析と対応策の検討を行う。ただし、情報セキュリ

ティ及びシステム化に関する計画については、それぞれ情報セキュリテ

ィ委員会、ＰＭＯ・システム化委員会において検討を行う。 

支部・各コーナーを含む業務の運営状況、各種施策の実施･運用状況に

ついては、監事及び監査室においてモニターし、問題･課題の指摘と、是

正、改善に向けた提言を行う。 

なお、金融･経済情勢の急激な変化や、急速に進化しているサイバー攻

撃に対し機動的に対応するため、厚生労働省と連携を密にし、情報と現状

認識、問題意識の共有を図る。 

 

（２）情報セキュリティ対策の推進等 
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① 情報セキュリティ対策の推進 

サイバー攻撃の脅威が急速に高まる中、機構が大量に保有する銀行口

座番号を含む重要な個人情報を適切に管理・保護する観点から、サイバー

セキュリティ基本法（平成 26年法律第 104号）に基づく適切な措置とし

て、各種規程の整備、研修・教育等を行いつつ、インシデント発生時の迅

速かつ適切な対応を確保するための組織体制と手順の浸透を図る。 

また、システムの運用委託先において、機構のインシデント発生時等に

同法等に基づき適切な対処がなされるよう、リスク管理体制の強化を図

る。 

さらに、上記の対策の実施状況を毎年度把握し、ＰＤＣＡサイクルによ

り情報セキュリティ対策の改善を図る。具体的には、監事監査及び監査室

による内部監査に、外部機関による情報セキュリティ監査、外部有識者を

加えた情報セキュリティ委員会なども活用して、実効性を検証し、その結

果を踏まえて迅速に対策の見直しを行う。 

インシデント発生時に、各自がインシデント手順書等に定められた役

割、責任、権限に基づき迅速かつ適切な対応がとれるよう、関係機関・シ

ステム運用委託先との連携体制、内部の指揮命令・連絡体制等を確立する

ための訓練や研修等を行う。 

② 災害時等における事業継続性の強化 

災害やサイバー攻撃等によるシステムの機能停止やデータ破損等に備

えて、データのバックアップ、業務継続のための体制整備及び対応マニュ

アルの整備など事業継続性を強化するための対策を講ずる。 

 

（３）事業及び制度の改善・見直しに向けた取組 

中小企業退職金共済法に基づき厚生労働省が行う中小企業退職金共済制

度の財政検証の結果を踏まえ、必要な対応を行う。 

建設業退職金共済制度については、2024（令和６）年度に実施した財政検

証の結果を踏まえ、2026（令和８）年度 10 月を目途に予定運用利回りを引

上げることが検討されているところ、今後の関係法令の改正に合わせた周知

広報及びシステム改修等、必要な対応を行う。また、建設業退職金共済制度

における複数掛金制度の導入等、特定業種退職金共済制度の在り方について

の検討においても、必要に応じて引き続き関係省庁に情報を提供する。 

また、財産形成促進事業における制度等の改善・見直しの検討に資するよ

う、必要に応じ引き続き厚生労働省に情報を提供する。 

さらに、機構が実施する各種事業に関し、必要に応じて、事業及び制度の

改善・見直しに資する情報を収集し、厚生労働省に提供する。 
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２ 人事に関する事項  

人材の確保・育成については以下のとおり取り組む。 

① 新規採用ではＰＲ手法・選考方法の工夫により、有為な人材の確保に

努める。 

② 資産運用やシステム管理など特に高度な専門性が求められる部門にお

いて、処遇体系その他雇用環境の整備をしつつ、必要な人材を採用する。

その他必要な人材を中途採用し得るよう、職務経歴等を適切に評価・反

映できるような処遇の在り方を検討する。 

③ 育成については、引き続き人材の確保・育成に係る方針に基づき、専

門的、実務的な研修等の実施、多様なポストを経験させるための積極的

な人事異動等を行う。さらに、特に高度な専門性が求められる部門であ

る資産運用においては、中堅・若手向けОＪＴを中心に、外部研修の受講

等により人材育成を図り、システム管理においては、外部専門家との議

論等を通じた育成を図る。 

④ ダイバーシティの推進について、引き続き役員６名のうち２名を女性

にすること及び管理職の女性割合を 30％にすることを目標として、女性

職員の採用を積極的に行うとともに幹部候補者の育成を進める。障害者

の積極的な採用を進めるとともに、人事部門と配属部門とが連携し、定

着のためきめ細やかな対応を行う。 

 

第５ 予算、収支計画及び資金計画 

１ 予算  

① 機構総括     別紙－１のとおり 

② 中退共事業等勘定 別紙－２のとおり 

③ 建退共事業等勘定 別紙－３のとおり 

④ 清退共事業等勘定 別紙－４のとおり 

⑤ 林退共事業等勘定 別紙－５のとおり 

⑥ 財形勘定     別紙－６のとおり 

⑦ 雇用促進融資勘定 別紙－７のとおり 

  

２ 収支計画 

① 機構総括     別紙－８のとおり 

② 中退共事業等勘定 別紙－９のとおり 

③ 建退共事業等勘定 別紙－10のとおり 

④ 清退共事業等勘定 別紙－11のとおり 
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⑤ 林退共事業等勘定 別紙－12のとおり 

⑥ 財形勘定     別紙－13のとおり 

⑦ 雇用促進融資勘定 別紙－14のとおり 

 

３ 資金計画 

① 機構総括     別紙－15のとおり 

② 中退共事業等勘定 別紙－16のとおり 

③ 建退共事業等勘定 別紙－17のとおり 

④ 清退共事業等勘定 別紙－18のとおり 

⑤ 林退共事業等勘定 別紙－19のとおり 

⑥ 財形勘定     別紙－20のとおり 

⑦ 雇用促進融資勘定 別紙－21のとおり 

 

第６ 短期借入金の限度額 

１  限度額 

① 中退共事業においては     20億円 

② 建退共事業においては     20億円 

③ 清退共事業においては     １億円 

④ 林退共事業においては     ３億円 

⑤ 財形融資事業においては   305億円 

⑥ 雇用促進融資事業においては  0.1億円 

 

２ 想定される理由 

① 予定していた掛金等収入額の不足により、一時的に退職金等支払資金

の支出超過が見込まれる場合に、支払いの遅延を回避するため。 

② 財産形成促進事業において資金繰り上、発生する資金不足への対応の

ため。 

③ 運営費交付金の受入の遅延等による資金不足に対応するため。 

④ 予定外の役職員等の退職者の発生に伴う退職手当の支給等の出費に対

応するため。 

 

第７ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

なし 

 

第８ 剰余金の使途 

財形勘定における決算において剰余金が発生したときは、財産形成促進事業
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の金融リスクへの備え、政府方針を踏まえた特別な支援を必要とする利用者へ

の融資内容の見直し、融資業務の体制強化等に充てる。 

 

第９ 積立金の処分に関する事項 

前期中期目標期間繰越積立金は、中退共事業等勘定、特定業種のそれぞれの

退職金共済事業等勘定、財形勘定及び雇用促進融資勘定の勘定ごとに次に掲げ

る業務に充てることとする。 

① 退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共

済事業 

② 前記①の業務に附帯する業務 

③ 財産形成促進事業 

④ 雇用促進融資事業 



[別紙１]予算（令和８年度）

独立行政法人 勤労者退職金共済機構（総括） (単位：百万円)

区        分 給付経理 特別給付経理 財形勘定 雇用勘定 勘定共通 セグメント間相殺 計

 収    入 525,005    487        75,682     115        16,025     △15,457   601,858       

   　運営費交付金収入 -         -         -         27         -         -         27            

     給付経理より受入 -         -         -         -         15,457     △15,457   -            

   　国庫補助金収入 6,857      -         -         44         568        -         7,469         

   　業務収入 514,915    486        75,679     45         -         -         591,125       

     　　掛金等収入 484,299    403        -         -         -         -         484,703       

     　　運用収入等 30,616     83         -         -         -         -         30,699        

         勤労者財産形成促進業務収入 -         -         75,679     -         -         -         75,679        

         雇用促進融資業務収入 -         -         -         45         -         -         45            

   　業務外収入 19         0          3          -         -         -         23            

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入 442        -         -         -         -         -         442           

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入 2,541      -         -         -         -         -         2,541         

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入 2          -         -         -         -         -         2             

   　林業退職金共済事業等勘定より受入 228        -         -         -         -         -         228           

 支    出 572,882    1,452      75,644     71         16,025     △15,457   650,617       

   　退職給付金等 551,932    1,171      -         -         -         -         553,103       

   　業務経費 2,544      16         75,273     44         13,197     -         91,075        

     　　退職金共済事業関係経費 -         -         -         -         13,197     -         13,197        

     　　運用費用等 2,544      16         -         -         -         -         2,560         

     　　業務委託手数料 -         -         -         -         -         -         -            

　　　　 勤労者財産形成促進業務経費 -         -         75,273     -         -         -         75,273        

　　　　 雇用促進融資業務経費 -         -         -         44         -         -         44            

   　一般管理費 -         -         126        11         73         -         210           

   　人件費 -         -         245        16         2,755      -         3,016         

　　 業務経理へ繰入 15,192     265        -         -         -         △15,457   -            

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入 2,757      -         -         -         -         -         2,757         

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入 445        -         -         -         -         -         445           

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入 0          -         -         -         -         -         0             

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入 11         -         -         -         -         -         11            

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。



[別紙２]
予算（令和８年度）

一般の中小企業退職金共済事業等勘定 (単位：百万円)

区        分 給付経理 勘定共通 セグメント間相殺 計

 収    入 461,958        11,156         △10,893      462,221        

   　運営費交付金収入 -             -             -            -             

     給付経理より受入 -             10,893         △10,893      -             

   　国庫補助金収入 5,755          263            -            6,018          

   　業務収入 453,445        -             -            453,445        

     　　掛金等収入 426,309        -             -            426,309        

     　　運用収入等 27,136         -             -            27,136         

         勤労者財産形成促進業務収入 -             -             -            -             

         雇用促進融資業務収入 -             -             -            -             

   　業務外収入 -             -             -            -             

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入 -             -             -            -             

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入 2,535          -             -            2,535          

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入 2              -             -            2              

   　林業退職金共済事業等勘定より受入 220            -             -            220            

 支    出 499,889        11,156         △10,893      500,152        

   　退職給付金等 486,035        -             -            486,035        

   　業務経費 2,520          9,172          -            11,692         

     　　退職金共済事業関係経費 -             9,172          -            9,172          

     　　運用費用等 2,520          -             -            2,520          

     　　業務委託手数料 -             -             -            -             

　　　　 勤労者財産形成促進業務経費 -             -             -            -             

　　　　 雇用促進融資業務経費 -             -             -            -             

   　一般管理費 -             42             -            42             

   　人件費 -             1,942          -            1,942          

　　 業務経理へ繰入 10,893         -             △10,893      -             

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入 -             -             -            -             

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入 437            -             -            437            

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入 0              -             -            0              

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入 5              -             -            5              

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。



[別紙３]
予算（令和８年度）

建設業退職金共済事業等勘定 (単位：百万円)

区        分 給付経理 特別給付経理 勘定共通 セグメント間相殺 計

 収    入 61,610         485            4,639          △4,397       62,338         

   　運営費交付金収入 -             -             -             -            -             

     給付経理より受入 -             -             4,397          △4,397       -             

   　国庫補助金収入 1,065          -             242            -            1,307          

   　業務収入 60,082         485            -             -            60,567         

     　　掛金等収入 56,659         402            -             -            57,061         

     　　運用収入等 3,423          83             -             -            3,505          

         勤労者財産形成促進業務収入 -             -             -             -            -             

         雇用促進融資業務収入 -             -             -             -            -             

   　業務外収入 19             0              -             -            19             

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入 437            -             -             -            437            

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入 -             -             -             -            -             

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入 0              -             -             -            0              

   　林業退職金共済事業等勘定より受入 8              -             -             -            8              

 支    出 70,807         1,443          4,639          △4,397       72,493         

   　退職給付金等 64,117         1,165          -             -            65,282         

   　業務経費 14             16             3,907          -            3,938          

     　　退職金共済事業関係経費 -             -             3,907          -            3,907          

     　　運用費用等 14             16             -             -            30             

     　　業務委託手数料 -             -             -             -            -             

　　　　 勤労者財産形成促進業務経費 -             -             -             -            -             

　　　　 雇用促進融資業務経費 -             -             -             -            -             

   　一般管理費 -             -             30             -            30             

   　人件費 -             -             702            -            702            

　　 業務経理へ繰入 4,135          262            -             △4,397       -             

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入 2,535          -             -             -            2,535          

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入 -             -             -             -            -             

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入 0              -             -             -            0              

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入 6              -             -             -            6              

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。



[別紙４]
予算（令和８年度）

清酒製造業退職金共済事業等勘定 (単位：百万円)

区        分 給付経理 特別給付経理 勘定共通 セグメント間相殺 計

 収    入 52             1              112            △95          70             

   　運営費交付金収入 -             -             -             -            -             

     給付経理より受入 -             -             95             △95          -             

   　国庫補助金収入 1              -             17             -            18             

   　業務収入 51             1              -             -            52             

     　　掛金等収入 35             1              -             -            36             

     　　運用収入等 16             0              -             -            16             

         勤労者財産形成促進業務収入 -             -             -             -            -             

         雇用促進融資業務収入 -             -             -             -            -             

   　業務外収入 0              0              -             -            0              

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入 0              -             -             -            0              

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入 0              -             -             -            0              

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入 -             -             -             -            -             

   　林業退職金共済事業等勘定より受入 0              -             -             -            0              

 支    出 216            8              112            △95          241            

   　退職給付金等 121            6              -             -            127            

   　業務経費 0              0              49             -            49             

     　　退職金共済事業関係経費 -             -             49             -            49             

     　　運用費用等 0              0              -             -            0              

     　　業務委託手数料 -             -             -             -            -             

　　　　 勤労者財産形成促進業務経費 -             -             -             -            -             

　　　　 雇用促進融資業務経費 -             -             -             -            -             

   　一般管理費 -             -             1              -            1              

   　人件費 -             -             63             -            63             

　　 業務経理へ繰入 92             3              -             △95          -             

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入 2              -             -             -            2              

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入 0              -             -             -            0              

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入 -             -             -             -            -             

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入 0              -             -             -            0              

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。



[別紙５]
予算（令和８年度）

林業退職金共済事業等勘定 (単位：百万円)

区        分 給付経理 勘定共通 セグメント間相殺 計

 収    入 1,385          118            △72          1,431          

   　運営費交付金収入 -             -             -            -             

     給付経理より受入 -             72             △72          -             

   　国庫補助金収入 36             46             -            82             

   　業務収入 1,337          -             -            1,337          

     　　掛金等収入 1,296          -             -            1,296          

     　　運用収入等 41             -             -            41             

         勤労者財産形成促進業務収入 -             -             -            -             

         雇用促進融資業務収入 -             -             -            -             

   　業務外収入 0              -             -            0              

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入 5              -             -            5              

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入 6              -             -            6              

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入 0              -             -            0              

   　林業退職金共済事業等勘定より受入 -             -             -            -             

 支    出 1,970          118            △72          2,016          

   　退職給付金等 1,660          -             -            1,660          

   　業務経費 10             69             -            80             

     　　退職金共済事業関係経費 -             69             -            69             

     　　運用費用等 10             -             -            10             

     　　業務委託手数料 -             -             -            -             

　　　　 勤労者財産形成促進業務経費 -             -             -            -             

　　　　 雇用促進融資業務経費 -             -             -            -             

   　一般管理費 -             0              -            0              

   　人件費 -             48             -            48             

　　 業務経理へ繰入 72             -             △72          -             

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入 220            -             -            220            

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入 8              -             -            8              

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入 0              -             -            0              

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入 -             -             -            -             

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。



[別紙６]

財形勘定 (単位：百万円)

区        分 金        額

 収    入 75,682              

   　運営費交付金収入 -                  

     給付経理より受入 -                  

   　国庫補助金収入 -                  

   　業務収入 75,679              

     　　掛金等収入 -                  

     　　運用収入等 -                  

         勤労者財産形成促進業務収入 75,679              

         雇用促進融資業務収入 -                  

   　業務外収入 3                   

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入 -                  

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入 -                  

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入 -                  

   　林業退職金共済事業等勘定より受入 -                  

 支    出 75,644              

   　退職給付金等 -                  

   　業務経費 75,273              

     　　退職金共済事業関係経費 -                  

     　　運用費用等 -                  

     　　業務委託手数料 -                  

　　　　 勤労者財産形成促進業務経費 75,273              

　　　　 雇用促進融資業務経費 -                  

   　一般管理費 126                 

   　人件費 245                 

　　 業務経理へ繰入 -                  

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入 -                  

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入 -                  

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入 -                  

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入 -                  

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

予算（令和８年度）



[別紙７]

雇用促進融資勘定 (単位：百万円)

区        分 金        額

 収    入 115                 

   　運営費交付金収入 27                  

     給付経理より受入 -                  

   　国庫補助金収入 44                  

   　業務収入 45                  

     　　掛金等収入 -                  

     　　運用収入等 -                  

         勤労者財産形成促進業務収入 -                  

         雇用促進融資業務収入 45                  

   　業務外収入 -                  

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入 -                  

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入 -                  

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入 -                  

   　林業退職金共済事業等勘定より受入 -                  

 支    出 71                  

   　退職給付金等 -                  

   　業務経費 44                  

     　　退職金共済事業関係経費 -                  

     　　運用費用等 -                  

     　　業務委託手数料 -                  

　　　　 勤労者財産形成促進業務経費 -                  

　　　　 雇用促進融資業務経費 44                  

   　一般管理費 11                  

   　人件費 16                  

　　 業務経理へ繰入 -                  

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入 -                  

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入 -                  

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入 -                  

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入 -                  

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

予算（令和８年度）



[別紙８]

独立行政法人 勤労者退職金共済機構（総括） (単位：百万円)

区        分 給付経理 特別給付経理 財形勘定 雇用勘定 勘定共通 セグメント間相殺 計

　　経常費用 6,583,035        16,253        2,203         74            16,088        △15,457      6,602,196       

　　　　事業費用 558,169          1,217         379           44            -            -            559,808         

　　　　一般管理費 -               -            371           30            16,088        -            16,489          

　　　　業務経理へ繰入 15,192           265           -            -            -            △15,457      -              

　　　　貸倒引当金繰入 -               -            -            -            -            -            -              

　　　　支払備金繰入 133,170          76            -            -            -            -            133,246         

　　　　責任準備金繰入 5,876,484        14,695        -            -            -            -            5,891,179       

　　　　事業外費用 20               0             -            -            -            -            20              

　　　　財務費用 -               -            1,453         -            -            -            1,453           

　　経常収益 6,592,414        16,036        2,024         119           16,025        △15,457      6,611,161       

　　　　事業収益 571,337          678           2,019         5             -            -            574,039         

　　　　運営費交付金 -               -            -            27            -            -            27              

　　　　国庫補助金収入 6,857            -            -            44            568           -            7,469           

　　　　給付経理より受入 -               -            -            -            15,457        △15,457      -              

　　　　資産見返補助金等戻入 -               -            1             -            -            -            1               

　　　　貸倒引当金戻入 -               -            4             40            -            -            45              

　　　　支払備金戻入 126,466          71            -            -            -            -            126,536         

　　　　責任準備金戻入 5,887,754        15,288        -            -            -            -            5,903,041       

　　　　事業外収益 -               -            -            -            -            -            -              

　　　　賞与引当金見返に係る収益 -               -            -            1             -            -            1               

　　　　退職給付引当金見返に係る収益 -               -            -            2             -            -            2               

 純利益（△純損失） 9,379            △217         △179         45            △63          -            8,965           

 目的積立金取崩額 -               -            -            -            -            -            -              

 総利益（△総損失） 9,379            △217         △179         45            △63          -            8,965           

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

収支計画（令和８年度）



[別紙９]

一般の中小企業退職金共済事業等勘定 (単位：百万円)

区        分 給付経理 勘定共通 セグメント間相殺 計

　　経常費用 5,512,855       11,193        △10,893      5,513,155       

　　　　事業費用 489,219         -            -            489,219         

　　　　一般管理費 -              11,193        -            11,193          

　　　　業務経理へ繰入 10,893          -            △10,893      -              

　　　　貸倒引当金繰入 -              -            -            -              

　　　　支払備金繰入 128,627         -            -            128,627         

　　　　責任準備金繰入 4,884,098       -            -            4,884,098       

　　　　事業外費用 19              -            -            19              

　　　　財務費用 -              -            -            -              

　　経常収益 5,528,069       11,156        △10,893      5,528,332       

　　　　事業収益 502,192         -            -            502,192         

　　　　運営費交付金 -              -            -            -              

　　　　国庫補助金収入 5,755           263           -            6,018           

　　　　給付経理より受入 -              10,893        △10,893      -              

　　　　資産見返補助金等戻入 -              -            -            -              

　　　　貸倒引当金戻入 -              -            -            -              

　　　　支払備金戻入 122,324         -            -            122,324         

　　　　責任準備金戻入 4,897,799       -            -            4,897,799       

　　　　事業外収益 -              -            -            -              

　　　　賞与引当金見返に係る収益 -              -            -            -              

　　　　退職給付引当金見返に係る収益 -              -            -            -              

 純利益（△純損失） 15,214          △37          -            15,177          

 目的積立金取崩額 -              -            -            -              

 総利益（△総損失） 15,214          △37          -            15,177          

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

収支計画（令和８年度）



[別紙１０]

建設業退職金共済事業等勘定 (単位：百万円)

区        分 給付経理 特別給付経理 勘定共通 セグメント間相殺 計

　　経常費用 1,051,811           16,188              4,660               △4,397             1,068,262           

　　　　事業費用 66,923              1,211               -                  -                  68,134              

　　　　一般管理費 -                  -                  4,660               -                  4,660               

　　　　業務経理へ繰入 4,135               262                 -                  △4,397             -                  

　　　　貸倒引当金繰入 -                  -                  -                  -                  -                  

　　　　支払備金繰入 4,454               76                  -                  -                  4,530               

　　　　責任準備金繰入 976,298             14,639              -                  -                  990,937             

　　　　事業外費用 1                   0                   -                  -                  1                   

　　　　財務費用 -                  -                  -                  -                  -                  

　　経常収益 1,045,982           15,975              4,639               △4,397             1,062,198           

　　　　事業収益 67,622              677                 -                  -                  68,299              

　　　　運営費交付金 -                  -                  -                  -                  -                  

　　　　国庫補助金収入 1,065               -                  242                 -                  1,307               

　　　　給付経理より受入 -                  -                  4,397               △4,397             -                  

　　　　資産見返補助金等戻入 -                  -                  -                  -                  -                  

　　　　貸倒引当金戻入 -                  -                  -                  -                  -                  

　　　　支払備金戻入 4,066               70                  -                  -                  4,136               

　　　　責任準備金戻入 973,229             15,228              -                  -                  988,457             

　　　　事業外収益 -                  -                  -                  -                  -                  

　　　　賞与引当金見返に係る収益 -                  -                  -                  -                  -                  

　　　　退職給付引当金見返に係る収益 -                  -                  -                  -                  -                  

 純利益（△純損失） △5,829             △214               △21                -                  △6,064             

 目的積立金取崩額 -                  -                  -                  -                  -                  

 総利益（△総損失） △5,829             △214               △21                -                  △6,064             

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

収支計画（令和８年度）



[別紙１１]

清酒製造業退職金共済事業等勘定 (単位：百万円)

区        分 給付経理 特別給付経理 勘定共通 セグメント間相殺 計

　　経常費用 1,195              65                 112                △95               1,276              

　　　　事業費用 124                6                  -                 -                 129                

　　　　一般管理費 -                 -                 112                -                 112                

　　　　業務経理へ繰入 92                 3                  -                 △95               -                 

　　　　貸倒引当金繰入 -                 -                 -                 -                 -                 

　　　　支払備金繰入 6                  0                  -                 -                 6                  

　　　　責任準備金繰入 973                56                 -                 -                 1,029              

　　　　事業外費用 0                  0                  -                 -                 0                  

　　　　財務費用 -                 -                 -                 -                 -                 

　　経常収益 1,117              62                 112                △95               1,195              

　　　　事業収益 60                 1                  -                 -                 62                 

　　　　運営費交付金 -                 -                 -                 -                 -                 

　　　　国庫補助金収入 1                  -                 17                 -                 18                 

　　　　給付経理より受入 -                 -                 95                 △95               -                 

　　　　資産見返補助金等戻入 -                 -                 -                 -                 -                 

　　　　貸倒引当金戻入 -                 -                 -                 -                 -                 

　　　　支払備金戻入 4                  0                  -                 -                 4                  

　　　　責任準備金戻入 1,051              60                 -                 -                 1,111              

　　　　事業外収益 -                 -                 -                 -                 -                 

　　　　賞与引当金見返に係る収益 -                 -                 -                 -                 -                 

　　　　退職給付引当金見返に係る収益 -                 -                 -                 -                 -                 

 純利益（△純損失） △78               △3                △0                -                 △81               

 目的積立金取崩額 -                 -                 -                 -                 -                 

 総利益（△総損失） △78               △3                △0                -                 △81               

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

収支計画（令和８年度）



[別紙１２]

林業退職金共済事業等勘定 (単位：百万円)

区        分 給付経理 勘定共通 セグメント間相殺 計

　　経常費用 17,174              123                 △72                17,225              

　　　　事業費用 1,903               -                  -                  1,903               

　　　　一般管理費 -                  123                 -                  123                 

　　　　業務経理へ繰入 72                  -                  △72                -                  

　　　　貸倒引当金繰入 -                  -                  -                  -                  

　　　　支払備金繰入 83                  -                  -                  83                  

　　　　責任準備金繰入 15,116              -                  -                  15,116              

　　　　事業外費用 0                   -                  -                  0                   

　　　　財務費用 -                  -                  -                  -                  

　　経常収益 17,247              118                 △72                17,293              

　　　　事業収益 1,463               -                  -                  1,463               

　　　　運営費交付金 -                  -                  -                  -                  

　　　　国庫補助金収入 36                  46                  -                  82                  

　　　　給付経理より受入 -                  72                  △72                -                  

　　　　資産見返補助金等戻入 -                  -                  -                  -                  

　　　　貸倒引当金戻入 -                  -                  -                  -                  

　　　　支払備金戻入 73                  -                  -                  73                  

　　　　責任準備金戻入 15,675              -                  -                  15,675              

　　　　事業外収益 -                  -                  -                  -                  

　　　　賞与引当金見返に係る収益 -                  -                  -                  -                  

　　　　退職給付引当金見返に係る収益 -                  -                  -                  -                  

 純利益（△純損失） 72                  △5                 -                  68                  

 目的積立金取崩額 -                  -                  -                  -                  

 総利益（△総損失） 72                  △5                 -                  68                  

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

収支計画（令和８年度）



[別紙１３]

収支計画（令和８年度）

財形勘定 (単位：百万円)

区        分 金        額

　　経常費用 2,203                

　　　　事業費用 379                  

　　　　一般管理費 371                  

　　　　業務経理へ繰入 -                   

　　　　貸倒引当金繰入 -                   

　　　　支払備金繰入 -                   

　　　　責任準備金繰入 -                   

　　　　事業外費用 -                   

　　　　財務費用 1,453                

　　経常収益 2,024                

　　　　事業収益 2,019                

　　　　運営費交付金 -                   

　　　　国庫補助金収入 -                   

　　　　給付経理より受入 -                   

　　　　資産見返補助金等戻入 1                    

　　　　貸倒引当金戻入 4                    

　　　　支払備金戻入 -                   

　　　　責任準備金戻入 -                   

　　　　事業外収益 -                   

　　　　賞与引当金見返に係る収益 -                   

　　　　退職給付引当金見返に係る収益 -                   

 純利益（△純損失） △179                

 目的積立金取崩額 -                   

 総利益（△総損失） △179                

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。



[別紙１４]

収支計画（令和８年度）

雇用促進融資勘定 (単位：百万円)

区        分 金        額

　　経常費用 74                   

　　　　事業費用 44                   

　　　　一般管理費 30                   

　　　　業務経理へ繰入 -                   

　　　　貸倒引当金繰入 -                   

　　　　支払備金繰入 -                   

　　　　責任準備金繰入 -                   

　　　　事業外費用 -                   

　　　　財務費用 -                   

　　経常収益 119                  

　　　　事業収益 5                    

　　　　運営費交付金 27                   

　　　　国庫補助金収入 44                   

　　　　給付経理より受入 -                   

　　　　資産見返補助金等戻入 -                   

　　　　貸倒引当金戻入 40                   

　　　　支払備金戻入 -                   

　　　　責任準備金戻入 -                   

　　　　事業外収益 -                   

　　　　賞与引当金見返に係る収益 1                    

　　　　退職給付引当金見返に係る収益 2                    

 純利益（△純損失） 45                   

 目的積立金取崩額 -                   

 総利益（△総損失） 45                   

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。



[別紙１５]

独立行政法人 勤労者退職金共済機構（総括） (単位：百万円)

区　　分 給付経理 特別給付経理 財形勘定 雇用勘定 勘定共通 セグメント間相殺 計

資金支出 1,048,891      5,680          79,610         349            21,782         △15,457       1,140,856      

　　業務活動による支出 571,722        1,452          20,303         71             16,025         △15,457       594,116        

　　　　業務支出 571,722        1,452          19,553         44             -             △15,457       577,314        

　　　　人件費 -             -             245            16             2,755          -             3,016          

　　　　管理諸費 -             -             505            11             13,270         -             13,786         

　　　　その他の支出 -             -             -             -             -             -             -             

　　投資活動による支出 318,038        1,100          -             -             -             -             319,139        

　　財務活動による支出 -             -             55,341         -             -             -             55,341         

　　業務外支出 -             -             -             -             -             -             -             

　　翌年度への繰越金 159,130        3,128          3,966          279            5,757          -             172,260        

資金収入 1,048,891      5,680          79,610         349            21,782         △15,457       1,140,856      

　　業務活動による収入 524,965        487            32,912         115            16,025         △15,457       559,048        

　　　　業務収入 518,108        487            32,911         45             15,457         △15,457       551,550        

　　　　運営費交付金による収入 -             -             -             27             -             -             27             

　　　  国庫補助金収入 6,857          -             -             44             568            -             7,469          

　　　　その他の収入 -             -             -             -             -             -             -             

        利息の受取額 -             -             2              -             -             -             2              

　　投資活動による収入 339,422        1,700          -             -             -             -             341,122        

　　財務活動による収入 -             -             42,770         -             -             -             42,770         

    業務外収入 -             -             -             -             -             -             -             

　　前年度よりの繰越金 184,504        3,493          3,928          234            5,757          -             197,916        

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

資金計画（令和８年度）



[別紙１６]

一般の中小企業退職金共済事業等勘定 (単位：百万円)

区　　分 給付経理 勘定共通 セグメント間相殺 計

資金支出 834,744            14,966             △10,893           838,817            

　　業務活動による支出 498,730            11,156             △10,893           498,993            

　　　　業務支出 498,730            -                 △10,893           487,837            

　　　　人件費 -                 1,942              -                 1,942              

　　　　管理諸費 -                 9,214              -                 9,214              

　　　　その他の支出 -                 -                 -                 -                 

　　投資活動による支出 231,788            -                 -                 231,788            

　　財務活動による支出 -                 -                 -                 -                 

    業務外支出 -                 -                 -                 -                 

　　翌年度への繰越金 104,226            3,810              -                 108,036            

資金収入 834,744            14,966             △10,893           838,817            

　　業務活動による収入 461,919            11,156             △10,893           462,182            

　　　　業務収入 456,164            10,893             △10,893           456,164            

　　　　運営費交付金による収入 -                 -                 -                 -                 

　　　  国庫補助金収入 5,755              263                -                 6,018              

　　　　その他の収入 -                 -                 -                 -                 

        利息の受取額 -                 -                 -                 -                 

　　投資活動による収入 242,006            -                 -                 242,006            

　　財務活動による収入 -                 -                 -                 -                 

    業務外収入 -                 -                 -                 -                 

　　前年度よりの繰越金 130,819            3,810              -                 134,629            

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

資金計画（令和８年度）



[別紙１７]

建設業退職金共済事業等勘定 (単位：百万円)

区　　分 給付経理 特別給付経理 勘定共通 セグメント間相殺 計

資金支出 209,475            5,215              6,387              △4,397            216,679            

　　業務活動による支出 70,807             1,443              4,639              △4,397            72,492             

　　　　業務支出 70,807             1,443              -                 △4,397            67,853             

　　　　人件費 -                 -                 702                -                 702                

　　　　管理諸費 -                 -                 3,937              -                 3,937              

　　　　その他の支出 -                 -                 -                 -                 -                 

　　投資活動による支出 85,651             900                -                 -                 86,551             

　　財務活動による支出 -                 -                 -                 -                 -                 

    業務外支出 -                 -                 -                 -                 -                 

　　翌年度への繰越金 53,017             2,872              1,747              -                 57,636             

資金収入 209,475            5,215              6,387              △4,397            216,679            

　　業務活動による収入 61,610             485                4,639              △4,397            62,338             

　　　　業務収入 60,546             485                4,397              △4,397            61,031             

　　　　運営費交付金による収入 -                 -                 -                 -                 -                 

　　　  国庫補助金収入 1,065              -                 242                -                 1,307              

　　　　その他の収入 -                 -                 -                 -                 -                 

        利息の受取額 -                 -                 -                 -                 -                 

　　投資活動による収入 96,316             1,500              -                 -                 97,816             

　　財務活動による収入 -                 -                 -                 -                 -                 

    業務外収入 -                 -                 -                 -                 -                 

　　前年度よりの繰越金 51,548             3,230              1,747              -                 56,526             

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

資金計画（令和８年度）



[別紙１８]

清酒製造業退職金共済事業等勘定 (単位：百万円)

区　　分 給付経理 特別給付経理 勘定共通 セグメント間相殺 計

資金支出 621           464           222           △95          1,212         

　　業務活動による支出 216           8             112           △95          241           

　　　　業務支出 216           8             -            △95          129           

　　　　人件費 -            -            63            -            63            

　　　　管理諸費 -            -            50            -            50            

　　　　その他の支出 -            -            -            -            -            

　　投資活動による支出 100           200           -            -            300           

　　財務活動による支出 -            -            -            -            -            

    業務外支出 -            -            -            -            -            

　　翌年度への繰越金 305           256           110           -            671           

資金収入 621           464           222           △95          1,212         

　　業務活動による収入 52            1             112           △95          71            

　　　　業務収入 51            1             95            △95          52            

　　　　運営費交付金による収入 -            -            -            -            -            

　　　  国庫補助金収入 1             -            17            -            18            

　　　　その他の収入 -            -            -            -            -            

        利息の受取額 -            -            -            -            -            

　　投資活動による収入 200           200           -            -            400           

　　財務活動による収入 -            -            -            -            -            

    業務外収入 -            -            -            -            -            

　　前年度よりの繰越金 369           263           110           -            741           

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

資金計画（令和８年度）



[別紙１９]

林業退職金共済事業等勘定 (単位：百万円)

区　　分 給付経理 勘定共通 セグメント間相殺 計

資金支出 4,052               208                 △72                4,188               

　　業務活動による支出 1,970               118                 △72                2,016               

　　　　業務支出 1,970               -                  △72                1,898               

　　　　人件費 -                  48                  -                  48                  

　　　　管理諸費 -                  70                  -                  70                  

　　　　その他の支出 -                  -                  -                  -                  

　　投資活動による支出 500                 -                  -                  500                 

　　財務活動による支出 -                  -                  -                  -                  

    業務外支出 -                  -                  -                  -                  

　　翌年度への繰越金 1,582               90                  -                  1,672               

資金収入 4,052               208                 △72                4,188               

　　業務活動による収入 1,384               118                 △72                1,430               

　　　　業務収入 1,348               72                  △72                1,348               

　　　　運営費交付金による収入 -                  -                  -                  -                  

　　　  国庫補助金収入 36                  46                  -                  82                  

　　　　その他の収入 -                  -                  -                  -                  

        利息の受取額 -                  -                  -                  -                  

　　投資活動による収入 900                 -                  -                  900                 

　　財務活動による収入 -                  -                  -                  -                  

    業務外収入 -                  -                  -                  -                  

　　前年度よりの繰越金 1,768               90                  -                  1,858               

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

資金計画（令和８年度）



[別紙２０]

資金計画（令和８年度）

財形勘定 (単位：百万円)

区        分 金        額

 資金支出 79,610              

     業務活動による支出 20,303              

       　業務支出 19,553              

       　人件費 245                 

       　管理諸費 505                 

       　その他の支出 -                  

     投資活動による支出 -                  

     財務活動による支出 55,341              

     業務外支出 -                  

　　 翌年度への繰越金 3,966               

 資金収入 79,610              

     業務活動による収入 32,912              

       　業務収入 32,911              

       　運営費交付金による収入 -                  

      　 国庫補助金収入 -                  

       　その他の収入 -                  

　　　　 利息の受取額 2                   

     投資活動による収入 -                  

     財務活動による収入 42,770              

     業務外収入 -                  

     前年度よりの繰越金 3,928               

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。



[別紙２１]

資金計画（令和８年度）

雇用促進融資勘定 (単位：百万円)

区        分 金        額

 資金支出 349                 

     業務活動による支出 71                  

       　業務支出 44                  

       　人件費 16                  

       　管理諸費 11                  

       　その他の支出 -                  

     投資活動による支出 -                  

     財務活動による支出 -                  

     業務外支出 -                  

　　 翌年度への繰越金 279                 

 資金収入 349                 

     業務活動による収入 115                 

       　業務収入 45                  

       　運営費交付金による収入 27                  

      　 国庫補助金収入 44                  

       　その他の収入 -                  

　　　　 利息の受取額 -                  

     投資活動による収入 -                  

     財務活動による収入 -                  

     業務外収入 -                  

     前年度よりの繰越金 234                 

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。
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